
【受付時間】

精神科救急に関するご相談は

福島県精神科救急情報センター

電話番号 ０５７０－７８３１４７

 《お願い》

○かかりつけの医療機関がある場合は、まずそちらにご相談ください。

○精神科救急への受診相談などをお受けするための電話です。

○医療機関の状況により、ご要望にお応えできないことがあります。

○緊急性の高い相談に対応するための電話ですので、時間をかけた継

 続的相談はご遠慮ください。

○精神科救急医療以外の精神保健福祉に関する相談については、保健

 福祉事務所、市保健所、精神保健福祉センター、市町村、相談支援

 事業所へご相談ください。

精神科救急電話相談の受付時間が

平成2８年２月６日（土）より

下記の時間帯になります。

午前８時３０分～午後１０時００分

【お問い合わせ先】　福島県障がい福祉課　　電話　０２４－５２１－８２０４

　　毎日（土、日、祝日含む）


